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１．はじめに

　生活保護制度は，最低限度の生活の保障と自立の助
長を図ることを目的とした公的扶助の中核であり，国
民生活の最終的なセーフティ・ネットである。
　現行の生活保護法は１９５０年に制定施行された。図１
に示すように，施行直後の１９５２年度には，２３�８‰で
あった人口に対する生活保護受給者数の割合を示す生
活保護率は，その後急激に低下し，１９６０年度には
１７�４‰となった。その後も低下を続け，１９７５年度には
１２�１‰となり，１９８５年度ごろまでほぼ横ばい状態を示
していた。その後再び低下をはじめたが，１９９５年度の
７�０‰を底に上昇に転じ，２００４年度には１１�１‰と１０‰を
超える値となっている。生活保護は，生活扶助，住宅
扶助，教育扶助，介護扶助，医療扶助，出産扶助，生
業扶助，葬祭扶助の８種類の扶助からなっているが，
２種類以上の扶助を同時に受ける併給も，１種類だけ
を受ける単給も可能である。種類別に１か月平均の扶
助人員をみると，２００４年度の総数１�４２３�３８８人のうち，
最も多いのが生活扶助で１�２７３�５０２人，次いで医療扶助
が１�１５４�５２１人，住宅扶助が１�１４３�３１０人と続く。また
１９７５年度の各扶助の扶助人員を１００として比較すると，
２００４年度は生活扶助は１０９�８，医療扶助は１４７�１，住宅扶
助は１６２�３となっており，医療扶助，住宅扶助が大きく
増大していることがわかる。
　このような近年の生活保護率の上昇を背景の１つと
して，２００３年８月，社会保障審議会福祉部会「生活保
護制度の在り方に関する専門委員会」が設置され，
２００４年１２月に報告書が提出された。これを受け審議会
で生活扶助基準の５年に１度の定期的検証，老齢加算
の段階的廃止，母子加算の見直しなどの生活保護基準
の在り方の見直しや，自立支援プログラムの導入など
の制度・運用の在り方と自立支援の見直し等が検討さ
れた。
　またこれまでの先行研究においても，生活扶助基準
のあり方や生活保護の捕捉率等については多くの議論
がなされている。しかし，生活保護率の決定要因につ

いて分析がなされたものは筆者の知る限りあまり多く
ない。平成１７年版厚生労働白書（２００５）では，都道府
県データを用いて生活保護率と完全失業率，第２次産
業就業者比率，社会福祉事務所の現業員充足率などの
相関について個別に分析している。また，牛沢・鈴木
（２００４）は，同じく都道府県データを用いて，生活保護
率の重回帰分析を行い，完全失業率，離婚率，高齢化
率が大きな影響を与えていることを明らかにしてい
る。牛沢らが指摘しているように生活保護率がどのよ
うな要因によって影響をうけるのかを知ることは，低
所得に陥り，生活保護受給にいたる原因そのものを解
決する横断的な施策を講じていくためにも重要なこと
であると考えられる。
　また，図２からも明らかなように，生活保護率の推
移は市部と郡部において大きな違いがみられる。　こ
のことは市部と郡部では生活保護率に影響を与える要
因が異なる，要因は類似していても影響の大きさが異
なる，要因の動きが異なるなどが関係している可能性
があることを示している。このことを知るためには，
市部及び郡部を別個に分析し比較する必要がある。そ
こで本稿ではまず都道府県データではなく市データを
用い，都市部における生活保護率の決定要因及びその
影響の方向や大きさを明らかにすることをその目的と
する。

２．分析方法と資料

（１）計測モデル１

　生活保護率を被説明変数とした計測モデルは以下の
とおりである。
　���＝α ��＋β �����＋β �����＋β �����＋β �����＋β �����

　＋β �����＋β �����　（��＝�，�，�）
　各変数は下記のとおりである。
　���：生活保護率（‰）　
　���：完全失業率（％）
　���：第２次産業就業者比率（％）
　���：１世帯当たり実質課税対象所得（百万円）
　���：持ち家率（％）
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　���：６５歳以上人口比率（％）
　���：高齢単身世帯比率（％）
　���：離婚率（‰）
　なお，α ��及びβ ��～β ��は推定すべきパラメータで
ある。また�は都市の種類を示している。
　資料の制約上分析の対象年は２０００年度で，対象とし
た市は２０００年度における指定都市１２市及び中核市２７市
の計３９市である。なお計測は指定都市と中核市を合わ
せた（以下都市総計とする）場合，指定都市のみの場
合，中核市のみの場合の３つに分けて行った。資料の
都合上，東京都区部は対象としていない。
　被説明変数としては各市の生活保護率を用いた。資
料は厚生労働省「社会福祉行政業務報告」の年度保護
率である。
　経済・雇用情勢を示す説明変数として，完全失業率，
第２次産業就業者比率，１世帯当たり実質課税対象所
得を取り上げた。完全失業率は総務省「国勢調査報告」
の当該市の完全失業者数を労働力人口で除したものを
用いた。第２次産業就業者比率は同じく総務省「国勢
調査報告」の当該市の第２次産業就業者数を就業者総
数で除したものを用いた。課税対象所得は各年度個人
の市町村民税の所得割の課税対象となった前年の所得
金額で，各所得控除を行う前のものである。本稿では
資料の制約から２００２年度の課税対象所得�（２００１年度の
所得を示す）を使用した。資料は総務省「統計でみる
市町村のすがた」に記載されている総務省「市町村税
課税状況等の調」によるデータである。これを総務省
「国勢調査報告」の一般世帯数で除して１世帯当たりと
した。なお実質化に際してのデフレータとして，総務
省「消費者物価指数年報」の２００１年の平均消費者物価
地域差指数（東京都区部＝１００・総合）を用いた。同資

料にない市については総務省「社会生活統計指標」に
記載されている指数を用いた。これにも記載されてい
ない市については，同一都道府県の都道府県庁所在市
の指数を用いることとした。また資産保有を示す変数
として持ち家率についても取り上げた。資料は総務省
「国勢調査報告」である。
　人口・世帯の状況を示す説明変数として，人口の高
齢化を示す６５歳以上人口比率，さらに高齢者の世帯類
型の変化の影響をみるために，高齢単身世帯比率を取
り上げた。また，近年大きな伸びを示している生別母
子世帯となるきっかけである離婚率についても取り上
げた。資料はいずれも総務省「国勢調査報告」で，６５
歳以上人口比率は人口総数に占める６５歳以上人口の比
率であり，高齢単身世帯比率は６５歳以上の親族のいる
一般世帯に占める単独世帯（以下単身世帯とする）の
比率である。離婚率は各市の離婚件数を人口総数で除
して算出した。
（２）計測モデル２

　本稿ではさらに詳しく知るために，被説明変数とし
て，生活保護率だけでなく，扶助の種類別にみた扶助
人員比率についても取り上げることとした。
　計測モデルは下記のとおりである。
　����＝α ��＋γ �����＋γ �����＋γ �����＋γ �����＋γ �����

　＋γ �����＋γ �����　　（��＝�，�，�，�）
　����：当該扶助の扶助人員比率（‰）
　なおα��及びγ��～γ��は推定すべきパラメータであ
る。また�は扶助の種類を示している。
　被説明変数は各扶助の１か月平均の扶助人員数の人
口総数に占める比率を用いた。資料は厚生労働省「社
会福祉行政業務報告」及び総務省「国勢調査報告」で，
都市総計を対象に分析を行った。

資料）厚生労働省「社会福祉行政業務報告」，総務省人口推計（各年１０
月１日現在）
注）生活保護の動向編集委員会「生活保護の動向」より抜粋。

資料）厚生労働省「社会福祉行政業務報告」，総務省人口推計（各年１０
月１日現在），「全国市町村要覧」
注）図１に同じ。

図 2　市部・郡部の生活保護率の推移 (‰)
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図 1　生活保護率の推移 (‰）
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　なお，扶助は先述のように全部で８種類あるがここ
では，扶助人員数や費用の大きさを考慮して，生活扶
助，住宅扶助，教育扶助，医療扶助の４種類を取り上
げることとした。

３． 分析結果と考察

　計測モデル１の結果は表１－１～１－３に示すとお
りである。
　表１－１で都市総計の計測結果についてみていこ
う。
　経済・雇用情勢を示す説明変数のうちパラメータに
０との有意差（以下有意差とする）が認められたのは，
１世帯当たり実質課税対象所得のみで，その値は負を
示していた。都道府県データを用いた先行研究におい
ては有意差が認められ正値を示していた完全失業率の
パラメータは，有意差が認められず，所得変数のパラ
メータのみに有意差が認められる結果となった。つま
り本稿が対象とした都市部では生活保護率の高さに影
響するのは完全失業率の高さではなく，所得額の低さ
のみであることを示している。これは生活保護要件に
おいてごく少額の預貯金等の資産保有しか認められて
おらず，失業してすぐには生活保護受給には至らない
こと，当該市の１世帯当たり実質課税対象所得の平均
が低額であることは結果として生活保護対象世帯割合
が高くなることにつながることと関連しているためと
考えることもできる。また最近着目されはじめた，仕
事をしていても生活保護基準以下の収入しか得られな
い，いわゆるワーキング・プアが多く存在し，生活保
護受給者となっていることを示しているのかもしれな
い。
　また，実質課税対象所得については人口１人当た
り，課税対象者１人当たりに換算したものも分析に使
用したが，１世帯当たりに換算したものが最も当ては
まりがよく，これを取り上げることとした。このこと
は生活保護の実施上の原則の１つである「世帯単位の
原則」と関係しているのであろう。
　人口・世帯の状況を示す説明変数についてみていこ
う。
　６５歳以上人口比率に関するパラメータは，都市部を
対象とした本研究では有意差が認められなかった。こ
れは都道府県データを用いた先行研究とは異なる結果
である。一方，高齢単身世帯比率のパラメータは有意
差が認められ，正の値を示していた。従来人口の高齢
化率が高くなるほど生活保護率が高いといわれていた
が，都市部において生活保護率は人口の高齢化そのも
のではなく，高齢単身世帯比率が高くなるという，高
齢者をめぐる世帯構造の変化が影響を与えている結果
となった。これは現在の高齢単身世帯の多くが夫と死
別した後期高齢者の女性であるため，年金等の受給額
が少ない場合が多数見受けられることと関連している

可能性もあるだろう。本稿はクロスセクションデータ
を用いているため，そのまま当てはめることには留意
が必要であるが，都市部において高齢単身世帯比率は
今後ますます上昇すると考えられ，生活保護受給にい
たる人々がさらに増加する可能性を示唆している。離
婚率に関するパラメータも有意差が認められ，正の値
を示していた。これは他の条件が同じならば，離婚率
が高い都市ほど生活保護率が高いことを示している。
高齢単身世帯比率と同様に離婚率は今後も上昇傾向が
みられると予想され，母子世帯の母親に対する自立支
援の有効な施策がなされなければ，生活保護受給者が
さらに増加する可能性がある。
　次に表１－２でいわゆる大都市である指定都市のみ
を対象とした分析の計測結果をみよう。なお自由度の
制約上説明変数の影響をすべて同時に考慮することは
行えず，説明変数を最大３つまでとして組合せを考慮
しながら計測を行った。指定都市のみを対象とした場
合には，都市総計と異なり，１世帯当たり実質課税対
象所得や離婚率の影響はみられず，高齢単身世帯比率
についてのみ有意差が認められ，正の値を示してい
た。母子世帯や，低所得世帯に比べて，高齢単身世帯
については就労支援等の自立のための施策が有効に働
く可能性は高くなく，大都市の生活保護率を低下させ
ることはより難しいものであると考えられる。
　表１－３で中核市のみを対象にした計測の結果をみ
てみよう。指定都市を対象にした分析と異なり，都市
総計と同じく，１世帯当たり実質課税対象所得，高齢単
身世帯比率，離婚率の各パラメータに有意差が認めら
れた。そのうち，高齢単身世帯比率に関するパラメー
タ（非標準化係数）は，他のパラメータに比してやや
小さな値を示していることがわかる。
　計測モデル２の結果は表２－１～２－４に示すとお
りである。教育扶助を除くいずれの扶助も，計測モデ
ル１の都市総計と同様に１世帯当たり実質課税対象所
得，高齢単身世帯比率，離婚率のパラメータにおいて
有意差が認められた。いずれの扶助においてもその方
向と値に大きな違いは認められない結果となった。住
宅扶助においても，持ち家率のパラメータについて有
意差は認められなかった。医療扶助についても６５歳以
上人口比率に有意差が認められることはなかった。こ
れは被説明変数が扶助人員比率であることが影響して
いるかもしれないが，教育扶助を除き，いずれの扶助
もより強く影響している特別な要因があるわけでな
く，同様な事由により受給されていることが示唆され
る結果である。
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注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

－１６.８０５５ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－－－１世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

４.０５７７ ０.７８８８ １.１７１１ 高齢単身世帯比率（％）

－－－離婚率（‰）

０.５８４４ 自由度調整済決定係数

＊＊＊

表１－２　計測結果（指定都市）

注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

５.０７０８ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－２.６７１０ －０.３６７１ －３.３４３７ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

２.２８５８ ０.３７６８ ０.３９５７ 高齢単身世帯比率（％）

２.５５１８ ０.３１７１ ４.４４１１ 離婚率（‰）

０.７５７８ 自由度調整済決定係数

　＊＊

　＊＊

　＊＊

表１－３　計測結果（中核市）

表１－１　計測結果（都市総計）

注）t 検定で *** は 1％水準で、** は 5％水準で、*は 10％水準で 0との有意差があるものを示す。

t 値標準化係数非標準化係数

０.７５９３ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－２.９１７４ －０.２９３２ 　－２.８６９７ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

３.４９８３ ０.４４６５ ０.４８８５ 高齢単身世帯比率（％）

２.８０６３ ０.３０３５ ４.７６３９ 離婚率（‰）

０.７５９４ 自由度調整済決定係数

＊＊＊

＊＊＊

＊＊＊
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表 2－ 1　計測結果（生活扶助）

注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

－３.８９５７ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－２.２７８７ －０.２３４５ －２.１１４４ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

３.１４３２ ０.４１０８ ０.４１４０ 高齢単身世帯比率（％）

３.５０７５ ０.３８８４ ５.６１６６ 離婚率（‰）

０.７４７７ 自由度調整済決定係数

　＊＊

＊＊＊

＊＊＊

注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

－５.０６４７ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－１.９８８７ －０.２０８６ －１.７７６６ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

３.２１３９ ０.４２８１ ０.４０７６ 高齢単身世帯比率（％）

３.４１０２ ０.３８４８ ５.２５７６ 離婚率（‰）

０.７３８１ 自由度調整済決定係数

＊＊＊

＊＊＊

　　＊

表 2－ 2　計測結果（住宅扶助）

注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

０.３４７４ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－２.７５９７ －０.３３６９ －０.３８２６ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

－－－高齢単身世帯比率（％）

４.４０１９ ０.５３７４ ０.９７９０ 離婚率（‰）

０.４９９２ 自由度調整済決定係数

＊＊＊

＊＊＊

表 2－ 3　計測結果（教育扶助）



関　根　美　貴

 ― ６８ ― 

４．　おわりに

　本稿では，都市部を分析対象として，都道府県デー
タではなく，市データを用いて生活保護率の要因分析
を行った。
　その結果，都道府県データを用いたいくつかの先行
研究において影響が認められた完全失業率や人口の高
齢化率ではなく，都市部の生活保護率には，１世帯当た
り実質課税対象所得が負の影響を，高齢単身世帯比率
及び離婚率が正の影響を与えていることがわかった。
さらに大都市である指定都市のみを対象とした分析で
は高齢単身世帯比率のみが正の影響を与えていること
がわかった。
　これらの都市部における結果からは，生活保護受給
にいたる原因そのものを解決するためには，最低賃金
制度の見直しや，所得の上昇を図るような就労・転職
のための支援，母子世帯の母親を対象とした就労のた
めの支援が必要であると考えられる。しかし，高齢単

身世帯については就労のための支援は現実的でなく，
別の制度による支援等が必要なのかもしれない。高齢
単身世帯に対する施策のあり方は大都市の生活保護率
の高低にかなり大きな影響を与えると考えられる。
　今後，郡部との比較，被説明変数及び説明変数のさ
らなる精査，比較静学分析等を行い，より分析を深め
ていくこととする。
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表 2－ 4　計測結果（医療扶助）

注）表 1－ 1に同じ。

t 値標準化係数非標準化係数

－３.６９８９ 定数

－－－完全失業率（％）

－－－第２次産業就業者比率（％）

－２.３３３９ －０.２３８８ －１.９２６３ １世帯当たり実質課税対象所得（百万円）

－－－持ち家率（％）

－－－６５歳以上人口比率（％）

２.８６９７ ０.３７２９ ０.３３６２ 高齢単身世帯比率（％）

３.８８５３ ０.４２７７ ５.５３４２ 離婚率（‰）

０.７５０７ 自由度調整済決定係数

　＊＊

＊＊＊

＊＊＊


